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１　協定の概要

 (1) 市町村促進計画の策定、協定締結市町村

協定締結
有

(25)

未締結
(0)

   注）「対象地域」は、直接支払の対象地域（全域又は一部）を有する市町村

 (2) 協定締結数

令和２年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

区　　　　分

促進計画
策 定 済

(25)

対象
地域
(25)

　直接支払対象農用地を有する25市町村全てで市町村促進計画が策定され、協定に基づ
く活動が展開されている。

市　　町　　村　　名

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、
高梁市、新見市、浅口市、矢掛町、津山市、真庭市、
美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

　－

－１－

非対象地域　　(2)

　協定締結数は、各期の初年度は減少する傾向にあるため、第4期対策の最終年度の令和
元年度に比べて104協定、7.7％減少し、1,243協定となった。市町村別で、集落協定等の
締結数が最も多いのは、吉備中央町の175協定で、次いで真庭市の166協定、津山市の136
協定の順となっている。

早島町、里庄町

※（ ）はR元年度との対比

○ 協定締結市町村：２５市町村（増減なし）

○ 協 定 締 結 数：１,２４３協定 (１０４協定減、７.７％減）
○ 交付金交付面積：１１,５４６ha（６４９ha減、５.３％減）

○ 交 付 金 額：１,７９４百万円（３３百万円減、１.８％減）
○ 集落協定の参加農業者：１７,８３４人（２,７５５人減）
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(3) 交付金交付面積

 (4) 交付金額  

－２－

　交付金額は、前年度と比べ32,454千円、1.8％減少し1,794,343千円となった。交付金
額が最も多いのは吉備中央町の294,518千円で、次いで津山市、真庭市、美咲町の順と
なっている。

  市町村別では、体制整備単価の取組協定数の増加等から吉備中央町（10,238千円増）
など11市町村で増加した。

　市町村別では、津山市（45.1ha増）など６市町が増加した。

　交付金交付面積は、各期の初年度は減少する傾向にあるため、第４期対策の最終年度
の前年度と比べ649ha、5.3％減少し、11,546haとなった。
交付面積が最も多いのは、吉備中央町の1,704haで、次いで真庭市1,484ha、津山市
1,451haとなっている。
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(5) 協定参加者等

 

      集落協定参加者の内訳（25市町村）            個別協定経営形態別の内訳（６市町）

(6) 協定の平均的な姿

参加農業者
数(人)

交付面積
（ｈａ）

交付金額
（千円）

14.7 9.3 1,453

基礎単価 11.2 6.5 747

体制整備単価 15.5 10.0 1,621

6.9 1,062

14.4 9.3 1,444

　注）交付金額は、個人配分と共同取組活動への配分額の合計である。

(7) 集落協定の規模別協定数
  ア　集落協定締結面積規模別

　個別協定の経営形態は、農作業受託等を行う認定農業者等が12協定と多い。

区　　分 交付面積
（ａ）

交付金額
（千円）

協　　定　　平　　均 参加農業者平均

65

99集　落　協　定

100

個　別　協　定

全 協 定 平 均

64

  集落協定参加者は延べ19,954人で、その内訳としては農業者が最も多く17,834人で、
第４期対策の最終年度である前年度から2,755人減少した。

－３－

58 67

65 104

  集落協定の締結面積規模別の協定数は、1,214協定のうち、５ha未満が459協定と約４
割を占め、面積規模の階層が大きくなるにつれて協定数は減少している。
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イ　交付金額別

－４－

  交付金額別の集落協定数は、1,214協定のうち、50万円以上100万円未満が356協定
(29.3%)と最も多く、次いで50万円未満が303協定(25.0%)となっている。100万円以上の
協定では交付金額の階層が高くなるにつれて、その数は減少する傾向にある。

203 269 159 107 64 37 65 24 31 21

100

87

30

4

7

4

1

1

0

100

200

300

400

協

定

数

交付金額

基礎

体制整備

303

356

189

111

71 41 66 24 32 21



１　協定の概要

 (1) 市町村促進計画の策定、協定締結市町村

協定締結
有

(25)

未締結
(0)

   注）「対象地域」は、直接支払の対象地域（全域又は一部）を有する市町村

 (2) 協定締結数

－１－

非対象地域　　(2)

　協定締結数は、各期の初年度は減少する傾向にあるため、第4期対策の最終年度の令和
元年度に比べて104協定、7.7％減少し、1,243協定となった。市町村別で、集落協定等の
締結数が最も多いのは、吉備中央町の175協定で、次いで真庭市の166協定、津山市の136
協定の順となっている。

早島町、里庄町

令和２年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

区　　　　分

促進計画
策 定 済

(25)

対象
地域
(25)

　直接支払対象農用地を有する25市町村全てで市町村促進計画が策定され、協定に基づ
く活動が展開されている。

市　　町　　村　　名

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、
高梁市、新見市、浅口市、矢掛町、津山市、真庭市、
美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

　－

※（ ）はR元年度との対比

○ 協定締結市町村：２５市町村（増減なし）

○ 協 定 締 結 数：１,２４３協定 (１０４協定減、７.７％減）
○ 交付金交付面積：１１,５４６ha（６４９ha減、５.３％減）

○ 交 付 金 額：１,７９４百万円（３３百万円減、１.８％減）
○ 集落協定の参加農業者：１７,８３４人（２,７６１人減）
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(3) 交付金交付面積

 (4) 交付金額  

　交付金額は、前年度と比べ32,454千円、1.8％減少し1,794,343千円となった。交付金
額が最も多いのは吉備中央町の294,518千円で、次いで津山市、真庭市、美咲町の順と
なっている。

  市町村別では、体制整備単価の取組協定数の増加等から吉備中央町（10,238千円増）
など11市町村で増加した。

　市町村別では、津山市（45.1ha増）など６市町が増加した。

　交付金交付面積は、各期の初年度は減少する傾向にあるため、第４期対策の最終年度
の前年度と比べ649ha、5.3％減少し、11,546haとなった。
交付面積が最も多いのは、吉備中央町の1,704haで、次いで真庭市1,484ha、津山市
1,451haとなっている。

－２－
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(5) 協定参加者等

 

      集落協定参加者の内訳（25市町村）            個別協定経営形態別の内訳（６市町）

(6) 協定の平均的な姿

参加農業者
数(人)

交付面積
（ｈａ）

交付金額
（千円）

14.7 9.3 1,453

基礎単価 11.2 6.5 747

体制整備単価 15.5 10.0 1,621

6.9 1,062

14.4 9.3 1,444

　注）交付金額は、個人配分と共同取組活動への配分額の合計である。

(7) 集落協定の規模別協定数
  ア　集落協定締結面積規模別

  集落協定参加者は延べ19,954人で、その内訳としては農業者が最も多く17,834人で、
第４期対策の最終年度である前年度から2,761人減少した。

－３－

58 67

65 104

  集落協定の締結面積規模別の協定数は、1,214協定のうち、５ha未満が459協定と約４
割を占め、面積規模の階層が大きくなるにつれて協定数は減少している。
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　個別協定の経営形態は、農作業受託等を行う認定農業者等が12協定と多い。
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イ　交付金額別

－４－

  交付金額別の集落協定数は、1,214協定のうち、50万円以上100万円未満が356協定
(29.3%)と最も多く、次いで50万円未満が303協定(25.0%)となっている。100万円以上の
協定では交付金額の階層が高くなるにつれて、その数は減少する傾向にある。

203 269 159 107 64 37 65 24 31 21
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（　 ）は前年度

交付面積 対象農用地面積 交付金額

(ha) (ha) （千円）

11,087 14,816 1,764,207

(11,676) (15,364) (1,796,002)

6,401 8,405 1,327,794

(6,574) (8,563) (1,354,189)

0 0 0

(0) (0) (0)

4,686 5,487 376,577

(4,651) (5,673) (358,430)

0 0 0

(0) (0) (0)

347 924 59,835

(452) (1,128) (83,383)

433 781 29,452

(492) (834) (30,069)

154 214 16,521

(154) (219) (17,258)

279 474 11,146

(322) (517) (11,042)

0 0 0

(0) (0) (0)

19 94 1,786

(17) (98) (1,769)

23 120 654

(21) (91) (677)

1 1 107

(1) (1) (135)

22 119 548

(19) (89) (543)

0 0 0

(0) (0) (0)

0 0 0

(0) (0) (0)

4 4 29

(5) (33) (48)

3 3 27

(5) (5) (46)

1 1 2

(1) (28) (2)

0 0 0

(0) (0) (0)

11,546 15,722 1,794,343

(12,195) (16,321) (1,826,796)

単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

対象農用地面積は、対象農用地の基準に該当する農用地のうち市町村が促進計画に定めた農用地面積。

８法外特認

高齢化率･
耕作放棄率
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８法内

畑　②

－５－

緩傾斜地

急傾斜地

　計　①+②+③+④

草地　③

採草放牧地　④

８法内

８法外特認

緩傾斜地

区　　　分

２　協定農用地の地目別・基準別の面積及び交付金額

８法内
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３ 市町村別協定数・交付面積・交付金額等 
　（　　）は前年度

単位：件、人、ha、千円

43 2 45 666 257 14 271 63 208 37,439 2,759 40,198

1 0 1 16 5 0 5 5 0 508 0 508

10 0 10 146 70 0 70 17 53 10,044 0 10,044

3 0 3 24 8 0 8 8 0 922 0 922

44 0 44 699 512 0 512 50 462 91,054 0 91,054

32 0 32 364 185 0 185 120 65 31,359 0 31,359

161 14 175 2,057 1,586 118 1,704 0 1,704 274,351 20,167 294,518

294 16 310 3,972 2,624 132 2,756 263 2,492 445,676 22,925 468,602

4 0 4 29 10 0 10 10 0 1,573 0 1,573

5 0 5 84 16 0 16 0 16 3,387 0 3,387

9 0 9 141 67 0 67 4 63 13,318 0 13,318

10 0 10 137 68 0 68 22 46 13,297 0 13,297

114 5 119 1,331 824 32 856 209 647 143,182 3,883 147,065

117 1 118 1,243 895 2 897 174 722 122,861 405 123,266

1 0 1 16 14 0 14 0 14 1,454 0 1,454

12 0 12 175 78 0 78 18 60 14,288 0 14,288

272 6 278 3,156 1,972 34 2,006 437 1,569 313,362 4,288 317,650

133 3 136 2,151 1,441 9 1,451 18 1,433 228,904 1,444 230,348

166 0 166 2,612 1,484 0 1,484 596 888 183,945 0 183,945

77 4 81 1,813 895 23 919 88 830 123,015 2,145 125,160

15 0 15 205 161 0 161 0 161 24,718 0 24,718

99 0 99 878 540 0 540 10 530 83,616 0 83,616

9 0 9 139 47 0 47 0 47 9,929 0 9,929

19 0 19 700 608 0 608 0 608 71,223 0 71,223

14 0 14 223 107 0 107 0 107 16,495 0 16,495

36 0 36 746 629 0 629 68 561 113,780 0 113,780

80 0 80 1,239 839 0 839 59 780 148,877 0 148,877

648 7 655 10,706 6,752 33 6,785 840 5,945 1,004,502 3,588 1,008,090

1,214 29 1,243 17,834 11,347 199 11,546 1,540 10,006 1,763,541 30,802 1,794,343

注）集落協定参加農業者数は延べ数である。
　　単位未満四捨五入のため計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

個別
協定

集落
協定

集落協定
参加

農業者数 計

交 付 面 積

計 個別協定

基本方針
策定市町村

協 定 数

個別
協定

集落協定 集落協定

交 付 金 額

基　　　礎
単価面積

計体制整備
単価面積

(1) (13)

岡山市

(1,322)

(50) (1)

(14) (0)

(36) (0)

(248) (45,304)(51) (781)

(44) (0) (44) (807)

(1) (0) (2) (0) (2) (0)

(2,264) (47,568)(319) (11) (330) (81)

(0) (1,131)

(2) (475)

(93) (27)

(0) (475)

(65) (14,954) (0) (14,954)(14) (241) (93) (0)

(10) (10)(10) (0) (0) (1,131)(4) (0) (4) (27)

(0) (90,192)(317) (90,192)(527) (0) (527) (210)

(184) (83) (102) (34,743)(184) (0)

(4) (0) (4) (39)

(345) (4,660)(330) (15)

(0) (34,743)

(181) (14) (195) (2,342) (15,269) (284,280)

(36) (449)

(17,534) (473,342)

(1,689) (87) (1,557) (26,901)(1,777) (219)

(2,922) (630) (2,292) (455,809)(2,824) (98)

(19) (0)

(0) (1,676)(0) (1,676)(11) (0) (11) (11)

(77) (0)

(19) (4,129)(6) (0) (6) (101) (19) (0)

(32) (10,163)

(12) (0) (12) (193)

(53) (0)

(77) (14,049) (0) (14,049)

(0) (4,129)

(0) (10,163)

(132) (5)

(53) (21)

(77) (0)

(9) (0) (9) (106)

(137) (1,671) (996) (28) (1,024) (359)

(116) (1) (117) (1,361) (914) (232) (433) (119,144)

(3,319) (166,847)

(0) (1,405)(12) (0)

(912) (2)

(666) (163,528)

(12) (1,405)

(681) (118,711)

(83) (0) (83) (59)

(1) (0) (1) (15) (12) (0)

(296) (6) (302) (3,725)

(16) (239)(16) (0)

(1,055) (220,869)(1,251) (219,814)

(1,512) (327,056)

(24) (13,396)

(3,752) (330,809)

(0) (13,396)

(1,399) (7)

(2,193) (682)

(1,406) (155)

(2,163) (30)

(180) (3,106)

(135) (2) (137) (2,386)

(0) (1,601) (0) (1,601) (743) (859) (186,592)

(0) (25,997)(25,997)

(1,743)

(0) (186,592)

(82) (2) (84) (1,972) (115,984)(114,242)(592)(19)

(170) (0) (170)

(905) (314)

(15) (238) (170) (0)

(886)

(88,384)(105) (0) (105) (988) (573) (0) (573) (26)

(11,245)(11) (0) (11) (145) (54) (0) (54) (0)

(67,778) (0)

(547) (88,384) (0)

(54) (11,245) (0)

(67,778)(19) (0) (19) (754) (615) (615)(0) (0) (615)

(161,246)

(16,154)(20) (0) (20) (248) (113) (0) (0) (113)

(128,396)(625)(36) (846) (696) (0) (696) (71) (128,396) (0)

(5,737)

(24,083)

(0)

(2,654)

(34)

(2,798)(1,342)

(911) (161,246)

(1,019,848)

(93) (1,521)

(113)

(0)

(0)

小 計 (7)

倉敷市

浅口市

矢掛町

高梁市

新見市

笠岡市

総社市

和気町

(25)

井原市

奈義町

(36) (0)

(93) (0)

(15) (0)

(1,022,645)

備
 

前

備
 

中

真庭市

美作市

津山市

玉野市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

吉備中央町

(696)

－６－

県 計 (25)

美
 

作

西粟倉村

久米南町

美咲町

(1,826,796)(1,802,713)

新庄村

(9,541)

(180)

(16,154)

(4) (26)(12,204)

小 計 (8)

鏡野町

(12,040) (155)(1,347) (12,195)

小 計 (10)

勝央町

(945)(945)

(7,053)

(20,589)

(700) (7,079)



単位：件

協定数 協定数

うち加算措置

1
5
h
a
以
上
の
集
落
協
定

集
落
戦
略
作
成
済
み

岡山市 43 12 31 1 2 2 45 12 33 1 4

玉野市 1 1 1 1

備前市 10 3 7 10 3 7 1

瀬戸内市 3 3 3 3

赤磐市 44 7 37 1 2 44 7 37 1 2 14

和気町 32 20 12 2 32 20 12 2 1

吉備中央町 161 161 9 7 13 13 14 14 4 175 175 9 7 13 17 31

小 計 (7) 294 46 248 9 8 16 15 16 16 4 310 46 264 9 8 16 19 51

倉敷市 4 4 4 4

笠岡市 5 5 1 5 5 1

井原市 9 1 8 1 1 1 9 1 8 1 1 1 2

総社市 10 3 7 10 3 7 1

高梁市 114 33 81 1 1 7 8 5 3 2 119 36 83 1 1 7 8 12 26

新見市 117 33 84 2 3 4 4 1 1 118 33 85 2 3 4 4 11

浅口市 1 1 1 1

矢掛町 12 5 7 1 1 12 5 7 1 1 1

小 計 (8) 272 79 193 4 5 13 14 6 3 3 278 82 196 4 5 13 14 27 26

津山市 133 2 131 3 2 7 9 3 3 136 2 134 3 2 7 9 28 1

真庭市 166 79 87 1 5 2 6 3 166 79 87 1 5 2 6 3 23

美作市 77 12 65 1 4 2 4 4 81 12 69 1 4 2 19

新庄村 15 15 15 15 1

鏡野町 99 2 97 1 3 2 99 2 97 1 3 2 4

勝央町 9 9 9 9 1

奈義町 19 19 2 19 19 2 15

西粟倉村 14 14 3 2 14 14 3 2 14

久米南町 36 4 32 1 1 6 36 4 32 1 1 6 18

美咲町 80 10 70 3 5 5 8 80 10 70 3 5 5 8 14 3

小 計 (10) 648 109 539 2 19 10 28 28 7 7 655 109 546 2 19 10 28 28 123 18

1,214 234 980 2 32 23 57 57 29 3 26 4 1,243 237 1,006 2 32 23 57 61 201 44

生
産
性
向
上
加
算

集
落
協
定
広
域
化
支
援

集
落
機
能
強
化
加
算

生
産
性
向
上
加
算

個 別 協 定

４ 市町村別協定取組内訳

促進計画
策定市町村

う
ち
基
礎
単
価

う
ち
体
制
整
備
単
価

うち加算措置

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

集　落　協　定

棚
田
地
域
振
興
活
動
加
算

集
落
協
定
広
域
化
支
援

集
落
機
能
強
化
加
算

う
ち
基
礎
単
価

備
 

中

棚
田
地
域
振
興
活
動
加
算

合　計　  (集落協定と個別協定の計)

県 計 (25)

う
ち
体
制
整
備
単
価

美
 

作

（
参
考

）

協定数

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

－７－

う
ち
基
礎
単
価

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

う
ち
体
制
整
備
単
価

備
 

前

うち加算措置



５　集落協定における農業生産活動等の実施状況（基礎単価が交付される活動）

 (1) 集落マスタープランの内容

1.1%

①　機械・農作業の共同化等営農組織の育成

②　高付加価値型農業

③　農業生産条件の強化

④　担い手への農地集積

12.6%153

1.5%

11.0%134⑤　担い手への農作業の委託

⑥　新規就農者等による農業生産

⑦　地場産農産物等の加工・販売

0

(1118)

(70)

79.2%

1.1%

18

13

(32)

(15)

(1.1%)

(1.7%)

(14)

全協定に占める割合

961⑨　共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

協　定　数活 動 項 目

(84.6%)

(29)

－８－

4.2%

(2.2%)

51

⑧　消費・出資の呼び込み

(5.3%)

将来像を実現するための活動方策
　共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が961協定
(79.2%)と最も多く、次いで機械・農作業の共同化等営農組織の育成が153協定
(12.6%)となっている。
　「その他」の活動項目は、担い手の確保、鳥獣被害防止対策等である。

⑩　その他

134

28

13

(23)

(68)

(66)

0.0%

11.0%

(147)

(5.1%)

(5.0%)

(2.4%)

(1.1%)

(11.1%)

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 機械・農作業の共同化等営農組織の育成

② 高付加価値型農業

③ 農業生産条件の強化

④ 担い手への農地集積

⑤ 担い手への農作業の委託

⑥ 新規就農者等による農業生産

⑦ 地場産農産物等の加工・販売

⑧ 消費・出資の呼び込み

⑨ 共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

⑩ その他

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４３８協定表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定

表中の（ ）は18年度、全集落協定は１，４３８協定

全集落協定は１，６４６協定全集落協定は１，６４６協定

表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定

表中の（ ）はR元年度。R2全集落協定は1,214協定



 (2) 耕作放棄の防止等の活動

①賃借権設定・農作業の委託

②既荒廃農用地の復旧

③既荒廃農用地の林地化

④既荒廃農用地の保全管理　

⑤農地の法面管理

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑦限界的農地の林地化

⑧簡易な基盤整備

⑨担い手の確保

⑩地場農産物の加工・販売

⑪土地改良事業

⑫自然災害を受けている農用地の復旧

⑬地目変換

⑭その他

 (3) 水路・農道等の管理活動

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

(19)

(7)

(1.4%)

(0.5%)

34

3

2.8%

0.2%

(10)

1,202 (1,310)

　水路管理及び農道管理活動については、ほとんどの協定が実施した。

1

活 動 項 目

99.8%(1,316)

40

99.0%

全協定に占める割合

(99.1%)

(0.0%)

0.1%

38 (37)

協 定 数

　柵、ネット等の設置（鳥獣被害防止対策等）を実施した協定が852協定(70.2%)
と最も多く、次いで、農地の法面管理733協定(60.4%)、賃借権設定・農作業の委
託268協定(22.1％)の順となっている。

活 動 項 目 協 定 数 全協定に占める割合

(0)

0

852 (925)

(0)

2

(1)

(3)

1

0.2%

1,212

(0.0%)

(2.8%)

(0.0%)

(0) 0.0%

733 (746) 60.4%

0

268 (251)

(9)

(0)0

2

(20)

(99.5%)

(0.2%)

(19.0%)

(0.7%)

(0.0%)

(1.5%)

(56.4%)

(0.1%)

(70.0%)

22.1%

3.1%

70.2%

0.1%

3.3%

0.2%

0.0%

0.0%

(0.8%)0.7%

－９－

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①賃借権設定・農作業の委託

②既荒廃農用地の復旧

③既荒廃農用地の林地化

④既荒廃農用地の保全管理

⑤農地の法面管理

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑦限界的農地の林地化

⑧簡易な基盤整備

⑨担い手の確保

⑩地場農産物の加工・販売

⑪土地改良事業

⑫自然災害を受けている農用地の復旧

⑬地目変換

⑭その他

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４３８協定

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

表中の（ ）はR元年度。R2全集落協定は1,214協定

表中の（ ）はR元年度。R2全集落協定は1,214協定



 (4) 多面的機能を増進する活動

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑩堆きゅう肥の施肥

⑪拮抗作物の利用

⑫合鴨・鯉の利用

⑬輪作の徹底

⑭緑肥作物の作付け

⑮その他活動

7

73

(7) 0.7%

6.0%

0

(0.2%)

0.9%

(0.9%)

(8.5%)

0.0%

(2)

(1)

2

11

0.8%

(194)

(1)

0.2%

0.0%

(0.1%)

(6)

(0.1%)

6

(12)

0.0%

(0.5%)

0.5%

(0.2%)

(11)

0.6%(6)

0

0.2%

全協定に占める割合

(80.5%)

(0.5%)

　周辺林地の下草刈を実施した協定が1,036協定(85.3％)と最も多く、次いで、景
観作物の作付け154協定(12.7％)、堆きゅう肥の施肥73協定(6.0％)の順になって
いる。

協　定　数活 動 項 目

2

(14.7%)12.7%

85.3%

3

1,036国土保全機能
を高める取組

0.2%

(1,064)

保健休養機能
を高める取組

(0.2%)

154

(0.9%)

(0.5%)9

10

0 0.0%

0

(11)

(12)

(3)

(3)

(112)

－１０－

自然生態系の
保全に資する
取組

(0.8%)

(0.8%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑩堆きゅう肥の施肥

⑪拮抗作物の利用

⑫合鴨・鯉の利用

⑬輪作の徹底

⑭緑肥作物の作付け

⑮その他活動

表中の（ ）はR元年度。R2年度全集落協定は1,214協



 (1) 集落戦略の作成状況

集落において作成中

要件を全て満たす集落戦略が市町村に提出済み

 (2) 集落戦略に係る話合いの状況

話合いを実施した協定数

話合いの開催回数

話合いの参加人数

集落から市町村に提出があり、市町村から指導助言を実施中

86.2%

9.3%

4.5%

－１１－

　集落戦略を作成するための地域での話合いは、延べ354回3,830人の参加で行われた。

協 定 数

845

協定数・回数・人数作成状況

246 協定

1.4

10.8

回/協定

作成状況

3,830 人

354 回

６　集落協定における農業生産活動等の体制整備の実施状況(体制整備単価が交付される活動)

　体制整備単価が交付される要件である集落戦略の作成に取り組んだ980集落協定中、
作成中の集落が845協定(86.2%)と最も多く、既に作成済みの集落は44協定(4.5%)だっ
た。

人/回

全体制整備単価
協定に占める割合

91

44

平　均

0% 20% 40% 60% 80% 100%

集落において作成中

集落から市町村に提出があり、市町村から指導助言を実施中

要件を全て満たす集落戦略が市町村に提出済み

表中の（ ）は17年度、体制整備単価取組集落協定は４２０協定



（3）提出済みの集落戦略の内容

ア) 協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状

イ) 集落の現状を踏まえた対応の方向性

⑨その他

21.5%

項　目
提出のあった集落戦略
のうち占める割合

65

集落戦略の提出があった135協定中、集落の対応の方向性として、鳥獣被害防止対策
の実施と回答した協定が71協定(52.6%)と最も多く、次いで協定内で担い手を確保・育
成と回答した協定が57協定(42.2%)となった。また、その他として、農業法人や他の協
定と連携する等の組織間連携に関する回答が多かった。

項　目

⑤耕作を継続したいが、農業所得が低い

⑥耕作を継続したいが、法面や水路・農道等
の管理が過重な負担となっている

④耕作を継続したいが、耕作条件の悪い農地がある 31

提出のあった集落戦略
のうち占める割合

①耕作放棄の懸念はなく、集落の課題もない
ことから、対策は不要

48 35.6%

2

21 15.6%

⑥新たな作物の導入により所得の向上を図る 7

42.2%

－１２－

0.4%

③協定外で担い手を確保 14 10.4%

④基盤整備等により耕作条件を改善 4

52.6%

⑧耕作継続が困難な農用地の林地化 7 5.2%

27 20.0%

⑦鳥獣被害が深刻であり、耕作意欲が減退し
ている

⑦省力化技術の導入や外注化等により労働負
担の軽減を図る

⑧集落の自治（コミュニティ）機能が低下し
ており、生活に支障・不安が生じている

②協定内で担い手を育成・確保 57

5.2%

4

⑤農産物の高付加価値化により所得の向上を図る 7 5.2%

⑫その他 40 29.6%

3.0%

協定数

⑨放牧利用による農用地の管理 2 1.5%

⑩鳥獣被害防止対策の実施 71

29

27

48.1%

20.0%

⑪集落の自治（コミュニティ）機能の強化 16 11.9%

46 34.1%

集落戦略の提出があった135協定中、集落の現状として、担い手が確保できており、
耕作を継続できると回答した協定が65協定(48.1%)と最も多く、次いで鳥獣被害が深刻
であり、耕作意欲が減退していると回答した協定が46協定(34.1%)となった。

協定数

23.0%

①担い手が確保できており、耕作を継続

②担い手が確保できているが、全ての委託希
望は受けられない

17.0%③担い手が確保できていない 23

0.2%



ウ) 具体的な対策に向けた検討

－１３－

⑤対策に活用可能な補助事業等を紹介して欲しい 19 14.1%

⑥その他 9 6.7%

②協定参加者だけでは検討が困難であり外部
（県・市町村含む）からの助力を得たい

7 5.2%

③他の協定との広域化を考えたい 14 10.4%

④中山間地域等直接支払交付金の加算措置を
活用したい

27 20.0%

集落戦略の提出があった135協定中、具体的な対策方針として、特に懸念はな
く、協定参加者で実施していくと回答した協定が71協定(52.6%)と最も多く、次い
で中山間地域等直接支払交付金の加算措置を活用したいと回答した協定が27協定
(20.0%)となった。

項　目 協定数
提出のあった集落戦略
のうち占める割合

①特に懸念はなく、協定参加者で実施していく 71 52.6%



７  加算措置の取組状況（より積極的な取組に対する加算）

(1)加算措置の取組協定数

(2)加算措置の取組内容

８　集落協定における交付金の使用方法等
 (1) 交付金の配分状況

ア　協定数

イ　交付金額 （千円）

0.2%

全集落協定数

(1,322)

(10.7%)

(142)

90.5%

171

14.1%

全額を共同取組
活動へ

344.2

63.9%

(1,802,712)

(64.9%)

636,045

交付総額に占める割合

1,127,496

(35.1%)

(632,902)(1,169,810)1,763,541

(1,157)

(87.5%)

1,099

36.1%

　加算措置に延べ171協定が取り組み、このうち、超急傾斜農地保全管理加算及び生産性向上加算
が57協定（4.7％）と最も多い。

18

　取組面積は、生産性向上加算が1,174haと最も多く、ドローン、自動草刈り機、大型機械の導入
等による作業の省力化に取り組んでいる。次いで取組面積が多かった集落協定広域化加算は、広
域化した後、まとまった農地を農業法人等の担い手への集積などに取り組んでいる。集落機能強
化加算は、344.2haで取り組まれ、高齢者の見回り体制の構築などコミュニティーの強化に取り組
んでいる集落が多い。

50.3 503.8

農業者と共同取組
活動へ

1,214

農業者への個人配分額交付総額

－１４－

(1.7%)

集落協定
広域化加算

57 57

4.7%2.6% 1.9%

1.5%

97

全額を
農業者へ

超急傾斜農地
保全管理加算

共同取組活動への配分額

　集落協定への交付金を農業者と共同取組活動に配分した協定は1,157協定(90.5%)と最も多く、
全額を農業者に配分している協定が97協定(8.0%)、全額を共同取組活動に配分している協定が18
協定(1.5%)となっている。
　集落協定への交付金額は1,763,541千円で、その内、農業者個人への配分額は1,127,496千円
(63.9%)、共同取組活動への配分額は636,045千円(36.1%)となっている。

協定に占める割合 8.0%

(23)

集落機能強化加算 生産性向上加算
棚田地域振興

活動加算

4.7%

加算取組
協定数計

集落協定
広域化加算

実績面積(ha)

集落機能強化加算
実績面積(ha)

生産性向上加算
実績面積(ha)

超急傾斜農地
保全管理加算
実績面積(ha)

加算実績
面積計(ha)

2,562.3 (683.4)

2 32 23

棚田地域振興
活動加算

実績面積(ha)

(56)

(4.2%)

1,174.0 490.0

体制整備単価取組集落協定は３８０協定体制整備単価取組集落協定は３８０協定

表中の（ ）はR元年度

表中の（ ）はR元年度

表中の（ ）はR元年度

表中の（ ）はR元年度



 (2) 共同取組活動への使用状況

①役員報酬

②研修会等費

③道・水路管理費

④農地管理費

⑤鳥獣被害防止対策費

⑥共同利用機械購入等費

⑦共同利用施設整備等費

⑧多面的機能増進活動費

⑨その他

 (3) 共同取組活動のための積立状況

機械

施設

道・水路、農地整備

災害

耕作継続

イベント

その他(災害に備えるための繰越等)

－１５－

　交付金の使途は、役員の報酬への使用が1,021協定(84.1％)と最も多く、次いで、道・水路の維
持管理に対する使用が835協定(68.8％)などの順になっている。
　また、取組協定当たりの平均支出額は、共同利用機械購入等費が326千円と最も多く、次いで共
同利用施設整備等費292千円、道・水路管理費248千円、の順になっている。

1,021

(233)

(20.3%)

(120)

292

(172)

(831)

(298)

(2.2%)

(65.9%)
(47.7%)

(9.2%)

(43)

全集落協定に
占める割合

(438)

(86)

取組協定当たり
平均支出額(千円)

12.3%

(12.0%)
2.6%
7.9%

協 定 数

(1046)

(0)

965

471

0

(0)

265

(979)

153

0

(1352)

(1747)

6365.9% (352)

150

取組協定当たり
平均積立額(千円)

326

94
6928.5%

1

(350)

45

(99)

0.0%

0.1%

2.8%

(1288)

　取組協定数は、機械の購入のため積み立てが80協定(5.9%)と最も多く、次いで、道・水路、
農地整備が41協定(3.0%)であった。
　また、取組協定当たりの平均積立額は、施設が965千円と最も多く、次いで機械636千円の順
となっている。

全集落協定に
占める割合

38

0 (0)

(0.4%)

(38.0%)

(1)

0.0%

(0.1%)

(0.1%)

(0.4%)

(5)

(30)
(124)

(161)

80

0 (0)

(512)

協 定 数

(2)

(0.0%)

(0.0%)

3.0%

(0.1%)

11.3% (1.1%)

(1)

152

4

48.8%
21.9%

593

0.3%

(274)

31
96

266

(15)

41 (6)

346

積立等実施協定数(実数)

積立等内訳

210
68.8%(887)835

(430)
248

26.9%

149

(642)

92
84.1%

(31.9%)

活 動 項 目

326
(77.7%) 88

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①役員報酬

②研修会等費

③道・水路管理費

④農地管理費

⑤鳥獣被害防止対策費

⑥共同利用機械購入等費

⑦共同利用施設整備等費

⑧多面的機能増進活動費

⑨その他

表中の（ ）はR元年
積立等内訳には重複があるため、積立等実施協定計(実協定数）とは合致しない

表中の（ ）はR元年度





                                        

                                        

                                        
                                        

                                        

【参　　　考】



中山間地域等直接支払制度(第５期対策:令和２～６年度)のあらまし 

 
                         

 中山間地域の農業は、農地を耕作することで国土の保全･洪水の防止･緑豊かな景観の形

成など、大切な役割を果たしています。 

 しかし、中山間地域は平地に比べて傾斜地が多く、まとまった農地も少ないことから生

産費がかさみ、耕作されずに荒れている農地が増えています。 

 この制度は、中山間地域で農業生産を営む農業者に対し、平地との生産費格差の一部を

国・県・市町村が共同で支払い、「適切な農地管理」「集落の共同活動」「将来の農業生

産活動の体制整備」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えようとす

るものです。 

 

１ 対象となる地域  ☆対象地域は、市町村によって異なります。 

  (1)特定農山村法､山村振興法､過疎法､離島振興法、棚田地域振興法等で指定された地域 

  (2)知事が指定する特認地域で①に地理的に隣接する地域及び農林統計上の中山間地域 

 

２ 対象となる農地  

 対象となる地域内で、次のいずれかに該当する１ha 以上のまとまりのある農用地(農振

農用地区域内)が対象です。 

  (1)急傾斜農用地 

    傾斜が水田で１／２０以上、畑・草地・採草放牧地で１５度以上 

  (2)小区画・不整形な田 

     大多数が３０ａ未満で、平均が２０ａ以下 

  (3)市町村長の判断により対象となる農用地 

    ・緩傾斜農用地（田１／１００以上、畑等８度以上） 

    ・高齢化率・耕作放棄率の高い農用地 

 

農地のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☆緩傾斜農用地､高齢化率･耕作放棄率の 
        高い農用地は、市町村により扱いが異 
      なります｡ 

 

 



 

３ 主な交付単価 （10a当たり）  

地目 傾斜区分 基礎単価 体制整備単価 ☆草地、採草放牧地も対象

となります。 
☆面積には､畦畔･法面も

含みます｡ 
☆｢小区画･不整形な田｣ 

｢高齢化率･耕作放棄率

の高い農用地｣の単価は

緩傾斜と同じです。 

田 
急傾斜(1/20以上) １６,８００円 ２１,０００円 

緩傾斜(1/100～1/20)等 ６,４００円 ８,０００円 

畑 
急傾斜(15度以上) ９,２００円 １１,５００円 

緩傾斜(８度～15度)等 ２,８００円 ３,５００円 

 

４ 対象者  

 集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

が対象です。 

   ・農業者   ・生産組織   ・第３セクター   ・農地所有適格法人 等 

 

５ 実施期間  

 令和２～６年度 

 

６ 対象となる活動   

 集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続される農業生産活動等 

 

 ◎基礎単価が交付される活動 

区           分 具体的に取り組む行為 

必

須

事

項 

農業生産活動等 

（右の全ての項目

を実施） 

 

 

 

集落マスタープランの作成 

 

 集落の目指すべき将来像とその実現に向けた

活動方策及び目標等の計画策定 

耕作放棄の防止等の活動 

 

 

 

 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、

荒廃農地の復旧や畜産的利用、高齢農家･離農者

の農用地の貸借権設定、法面保護･改修、鳥獣被

害の防止、林地化等 

水路、農道等の管理活動  適切な施設の管理･補修（泥上げ、草刈り等） 

選

択

的

必

須

事

項 

多面的機能を増

進する活動 

（右の項目の中

から１つ以上選

択） 

 

 

国土保全機能を高める取組 

 

 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体

となった周辺林地の管理等 

保健休養機能を高める取組 

 

 景観作物の作付け、市民農園･体験農園の設置

、棚田オーナー制度、グリーンツーリズム 

自然生態系の保全に資する取

組 

 

 魚類･昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類

の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資する

活動 

 

 

 



  ◎体制整備単価が交付される活動 （基礎単価が交付される活動に加えて実施） 

要件 活動項目 活   動   内   容 活動の水準 備考 

必 

須 

事 

項 

 

 

 

 

 

 

集落戦略の作

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協定農用地の将来像並びに協定農用地を含む集

落全体の将来像、課題及び対策について農業者の年

齢階層別の就農状況や後継者の確保状況が把握で

きる地図を活用し、協定参加者で話し合いを行い作

成する。 

①協定農用地の将来像 

②協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状 

③集落の現状を踏まえた対策の方向性 

④具体的な対策に向けた検討 

⑤今後の対策の具体的内容及びスケジュール 

⑥農業生産活動等の継続のための支援体制 

 

中間年（令和４年度）

までに作成。 

その後も話し合いに

より毎年見直し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

◎加算単価が交付される活動(体制整備単価の要件を満たしている協定に適用される) 

加算の種類 加算の概要 加算金の適用 
加算単価 

(10a当たり） 
留意事項 

棚田地域振興活動

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定棚田地域振興活動計画（認定計

画）に基づき、棚田地域の振興を図る

取組を行う。 

【目標】ア～ウの全てに定量的な目標

設定を行う。（棚田の価値を活かした

活動、集落機能強化及び生産性向上の

目標を含めること） 

ア：棚田等の保全に関する目標 

イ：棚田等の保全を通じた多面にわた

る機能の維持・発揮に関する目標 

ウ：棚田を核とした棚田地域の振興に

関する目標 

認定計画に位置

づけられている

棚田等で田1/20

畑15度以上の傾

斜がある農用地

面積に加算 

 

 

 

 

 

 

田：10,000円 

畑：10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超急傾斜、集

落機能強化、

生産性向上

との重複は

不可。 

 

県第三者委

員会で目標

の妥当性を

協議 

 

 

超急傾斜農地保全

管理加算 

 

 

 

 

 

 

 超急傾斜農地の保全等の取組を行

う。 

【目標】ア、イの全てに定量的な目標

設定を行う。 

ア：超急傾斜農地の保全 

イ：超急傾斜農地で生産される農作物

の販売促進等 

勾配が田1/10以

上、畑20度以上

の農用地面積に

加算 

 

 

田：6,000円 

畑：6,000円 

 

 

 

 

基礎単価で

も取組可能 

 

 

 

 

集落協定広域化加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他の集落内の対象農用地を含めて

協定を締結して、当該協定に基づく活

動において主導的な役割を担う人材

を確保した上で取組を行う。 

【目標】 

ア：単年の取組の場合 

 主導的な役割を担う人材確保 

イ：複数年の取組の場合 

 人材確保に加えて、広域化後の協定

で達成する目標の設定 

集落協定農用地 

の全てに加算 

 

 

 

 

 

 

 

対象地目全て

について3,000

円 

 

※１協定当た

り 

200万円が限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加算の種類 加算の概要 加算金の適用 
加算単価 

(10a当たり） 
留意事項 

集落機能強化加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな人材の確保や集落機能（営農

に関するもの以外）を強化する取組を

行う。 

・インターンシップ、営農ボランティ

ア、農福連携 

・コミュニティサロンの開設 

・地域自治機能強化活動（高齢者の見

回り、送迎、買物支援等） 

【目標】定量的な目標を１つ以上設定 

 

集落協定農用地

の全てに加算 

 

 

 

 

 

 

 

対象地目全て

について3,000

円 

 

※１協定当た

り200万円が限

度 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

生産性向上加算 

 

 

 

 

 

 

 

 生産性向上を図る取組を行う。 

・農産物のブランド化、加工、販売 

・担い手への農地集積、集約、農作業

の委託 

・機械、農作業の共同化 

・農作業の省力化 

【目標】定量的な目標を１つ以上設定 

 

集落協定農用地

の全てに加算 

 

 

 

 

 

 

対象地目全て

について3,000

円 

 

※１協定当た

り200万円が限

度 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

     ※加算を複数選択する場合は、上乗せする加算の単価は 1,000 円/10a 減額となる。 

 

７ 返還の免責要件                            

  ５年間の協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合や農地を転用した場合は、

原則として協定の認定年度に遡って、該当農用地についての交付金を返還する必要があり

ますが、次の免責事由に該当する場合には、返還が免除又は要件が緩和されます。 

 

免責事由 ※一部抜粋 返還の範囲 金額 措置される次期 

協定農用地について耕作又は維持管理が行われなかった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 ①②以外 全協定農用地 全額 認定年度以降返還 

① 

 

 

 

・農業者の死亡、病気、その家族の病気等 

・自然災害の場合 

・土地収用法に基づき収用もしくは使用を受けた場合 

・農業用施設用地とした場合等 

     

- 

 

 

    

免除 

  

 

当該農用地について 

当該年度以降交付停

止 

 

 

② 

 

新規就農者又は後継者の住宅に供する場合 

林業又は水産業用施設用地とした場合 

当該農用地 

 

全額 

  

認定年度以降返還 

 

  

※下記のような協定参加者全体で達成すべき事項が達成できなかった場合、基礎単価分、

体制単価分、加算分それぞれについて協定農用地全体が遡及返還対象となる。 

・多面的機能を増進する活動や農道・水道等の維持管理 

・体制整備単価（集落戦略の作成） 

・加算措置の取組目標 



中山間地域等直接支払制度 対象地域図(第５期対策) 
 

                            令和３年４月１日現在 

 

        一般地域：地域振興 4 法の指定地域（市町村又は旧市町村単位） 

        一般地域：棚田振興法のみ指定地域（旧市町村単位） 

        特認地域 要件Ａ：一般地域に地理的に隣接する地域（センサス集落単位） 

        特認地域 要件Ｂ：農林統計上の中山間地域（S25 年の旧市町村単位） 

※特認地域 要件Ｂは平成 29 年 12 月の農業地
域類型を反映 

※棚田振興法については令和 2 年８月 20 日指
定を反映 

 
 
 
 



（別紙）

○集落ぐるみで効率的な環境整備

○整備と管理で集落を美しく保つ

○農業機械の共同利用による効率的な農業生産活動

集落協定の取組活動事例

構成員の高齢化により共同活動が困難になったことから、

平成２９年から集落内に住む非農家の方に協力を依頼し、

構成員として追加した。このことにより、協定の取組体制が

強化され、ため池堤体法面などの草刈りや水路の補修及

び鳥獣害対策等を効果的に行っている。また、中山間地域

等直接支払交付金を積立てて大型草刈り機を導入したこと

により広範囲の草刈り作業の負担を軽減することができる

ようになった。

【主な取組実績】
○水路農道などの維持管理

みやうら

宮浦 集落協定（岡山市南区）

協定面積：4.0ha 交付金額：66万円

大型草刈り機による草刈り

ため池堤体法面の草刈り

重機を使用した水路補修

構成員は少人数ではあるものの、各々が責任感を強く持

ち、日々の活動に取り組んでいる。

また、将来にわたって当該農地を維持するため、水路・農

道の管理、法面の点検・草刈り等に力を入れるとともに、農

用地の進入路や法面に簡単なコンクリート化工事を行い、

管理をしやすい環境整備を行っている。

さらに、イノシシ被害防止柵の設置や電気柵のケーブル

の管理をするなど、鳥獣害の対策活動も促進している。

【主な取組実績】

○畑、田周辺、法面の草刈り

○水路、農道の維持管理

よしのり

吉則集落協定（倉敷市）
協定面積：1.2ha 交付金額：20.4万円

周辺林地の下草刈り

畦畔や進入路のコンクリート

社地区では、活動体制の維持と新たな人材確保を目的

に３協定が合併し、活動を行っている。
当地区は指定棚田地域に指定され、棚田地域振興活動
加算を活用し、棚田で栽培した餅米「ヤシロモチ」を原料に
した餅の商品化をすすめ、また、放置竹林の再生とその竹
を活用して大学生等との交流を行い、竹あかり（竹を活用し
たライトアップ）イベントなど地域の活性化や景観の回復に
取り組んでいる。

【主な取組実績】
○放置竹林の再生活動（１０ａ再生）

○餅米｢ヤシロモチ｣の商品化（パッケージの作成）

やしろ

社集落協定（真庭市）

協定面積：36.7ha 交付金額：1,198万

竹あかりイベント 放置竹林の伐採

電気柵の管理

担い手の育成・確

棚田で栽培されたヤシロモチの商


